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❷ 暮らしのしおり

主な施設 特に記載のない施設の休館日は次のとおり
月曜日（祝日を除く）、年末年始

主
な
施
設

中心市街地拠点施設アンフォーレ

　教育に関する専門的な施設。教職員の研究活動を支
援し、研修・調査研究・教育相談（適応指導教室含む）・
教育情報活用に関する事業を推進。
開館時間➡午前８時３０分～午後７時（教育相談は午前
９時～正午、午後１時～５時）　休館日➡土・日曜日、
祝日、年末年始

　本館（図書情報館、ホール、証明・旅券窓口センタ
ー等）、広場、公園、駐車場（有料）、南館（スーパーマー
ケット、カルチャースクール）の複合施設。
■総合案内・ホール、広場等（☎〈７６〉１４００)
開館時間➡午前９時～午後９時　休館日➡第２火曜日・
偶数月第４火曜日（祝日を除く）、年末年始
■証明・旅券窓口センター（☎〈７１〉２２６６）（本館１階）
開業時間➡午前９時～午後５時　休業日➡同上、旅券

（パスポート）業務は土曜・祝日も休み（日曜日は受取
のみ可）　※詳細は５ページに掲載しています。
■図書情報館（☎〈７６〉６１１１）（本館２～４階）
開館時間➡午前９時～午後８時、土・日曜日・祝日は
午前９時～午後６時　休館日➡火曜日・第４金曜日（祝
日を除く）、年末年始、特別図書整理期間

歴史博物館（☎〈７７〉６６５５）
　安城を中心に、西三河の歴史を学ぶ施設。常設・特
別・企画展示、体験講座、歴博演芸場等を実施。
開館時間 ▼午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分
まで）　観覧料 ▼ 常設展➡一般２００円　特別展➡有料

（団体割引等有、中学生以下は無料）　企画展➡無料

　世代を超えた市民相互の交流・市民活動支援の拠点
として、市民活動をこれから始めたい人や関心のある
人に市民交流の場の提供と相談業務を行う施設。
申込み➡多目的ホールは年２回次半期の予約可。それ
以外は全室利用月の２カ月半前から予約可　開館時間
➡午前９時～午後９時

　１２００席のホール、ホワイエ、楽屋、リハーサル室、
会議室、講座室、視聴覚室、和室、展示室等。
申込み➡ホールは利用月の１２カ月前、会議室は３カ月
前、楽屋・リハーサル室は１カ月前の開館初日から申
込可　開館時間➡午前９時～午後９時　休館日➡火曜
日（祝日を除く）、年末年始

　高さ３５ｍの観覧車、メリーゴーランド、電動汽車、
サイクルモノレール等の有料遊具の他、ふわふわドー
ム、芝すべり、すくすくランド、芝生広場等で楽しめ
ます。運休日は有料遊具と芝すべり・ふわふわドーム
等の利用は不可。入園は自由。
有料遊具利用時間➡午前９時～午後４時３０分、夏休み
期間の金・土・日曜日は午前９時～午後６時（平日の
正午～午後１時は休止）　運休日➡毎週火曜日（祝日を
除く）

　江戸時代の文人、石川丈山の風雅を体感できる施設。
建物は、京都の詩仙堂の雰囲気を生誕地に再現してい
る木造建築。呈茶のサービス（３５０円）あり。
開苑時間➡午前９時～午後５時（入苑は午後４時３０分迄）
入苑料➡一般１００円（団体割引等有、中学生以下無料）

　市民ギャラリーは、美術作品等の発表、市主催の展
示、美術講座の開催等。埋蔵文化財センターは、埋蔵
文化財の発掘調査、研究、整理、収蔵、整理した土器
の展示等。作業の見学も可。
開館時間➡午前９時～午後５時（市民ギャラリー展示
室は延長の場合あり）　 入場料➡無料（展示者が入場
料等を徴収する場合あり）

　休日、平日夜間の内科・小児科、休日の歯科の急病
患者を診療。
受付 ▼内科・小児科➡月～金曜日（祝日を除く）午後８
時～１０時、土曜日午後５時～９時、日曜日・祝日・１２
月３０日～翌年１月３日午前８時３０分～１１時３０分・午後
１時～４時３０分・午後５時３０分～９時　歯科➡日曜日・
祝日・１２月３０日～翌年１月３日午前８時３０分～１１時３０
分・午後１時～４時３０分　持ち物➡健康保険証、受給
者証（子ども、福祉等）、現金

　５０２席のホール、展示室、会議室、和室、音楽室、
クッキングルーム、プラネタリウム等。
申込み➡ホールと展示室は利用月の１２カ月前、その他
の部屋は３カ月前の開館初日から申込可　開館時間➡
午前９時～午後９時

　青少年グループの活動拠点として、講座・イベント
参画等を通じ、余暇を有意義に過ごすための施設。
申込み➡利用月を含めた２カ月前（青少年団体は３カ
月前）の初日から予約可　開館時間➡午前９時～午後
１０時（第３日曜日は午後５時まで）

市民ギャラリー（☎〈７７〉６８５３）、埋蔵文化財セン
ター（☎〈７７〉４４９０）

丈山苑（☎〈９２〉７７８０）

堀内公園（☎〈９９〉５９４７）

市民会館（☎〈７５〉１１５１）

青少年の家（☎〈７６〉３４３２）

へきしんギャラクシープラザ（文化センター／☎
〈７６〉１５１５）

休日夜間急病診療所（☎〈７６〉２０２２）

市民交流センター（☎〈７１〉０６０１）

教育センター（☎〈７５〉１０１０）
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主な施設

主
な
施
設

　陸上競技場、多目的グラウンド、野球場、デンソー
ブライトペガサススタジアム（安城市ソフトボール場）、
テニスコート（各夜間照明設置）等。すべり台等の遊具
がある公園もあり。申込み➡事前に東祥アリーナ安城

（安城市体育館／☎〈７５〉３５３５）へ

　家庭から出る資源ごみの総合リサイクルステーショ
ン。他のリサイクルステーションで回収できる品に加
え、びん・缶、危険ごみ等をはじめ様々な品を回収し
ます（出し方等の詳細は市HPで確認してください）。
　また、乾燥式生ごみ処理機で処理した乾燥生ごみを
トイレットペーパーやごみ袋等と交換しています。
受付➡毎日（祝日を含む）。夏期（４月～９月）は午前８
時３０分～午後６時、冬季（１０月～３月）は午前８時３０分
～午後５時　休業日➡１月１日～３日

　流水・造波プール、ウォータースライダー、２５ｍプ
ール、トレーニングルーム（要講習）等。
開館時間 ▼プール➡平日➡午後１時～８時（６月～９
月は午後９時まで。夏休み期間は午前１０時～午後９
時）　㈯㈰㈷➡午前１０時～午後８時（６月～９月は午後
９時まで）　トレーニングルーム➡午前１０時～午後９
時　休館日 ▼毎週月曜日（祝日を除く）、年末年始、点
検日。夏休み期間中は無休。

　アリーナ、２５ｍ温水プール、トレーニングルーム（要
講習）、エアロビクスルーム等。
開館時間 ▼アリーナ、トレーニングルーム➡午前９時
～午後９時　プール➡午後１時～９時（土・日曜日、
祝日、夏休み期間は午前１０時～午後９時）　休館日➡
毎週月曜日（祝日を除く）、年末年始、点検日（プールのみ）

　アリーナ、卓球場、剣道場、柔道場、弓道場、ラン
ニングコース（１周２００ｍ）等。申込み➡同館へ　開館　
時間➡午前８時３０分～午後９時

　園内は、約３３００種・３０万株もの花々で彩られ、四季折
々の花壇を楽しめる。花の大温室フローラルプレイス
では、デンマークの街並みを再現。この他、体験施設
クラブハウスや風車の広場、日本最大級の木製遊具「リ
ーチ・フォー・ザ・スカイ」、室内遊び場「あそボ～ネ」等。
開園時間➡午前９時３０分～午後５時（入園は閉園３０分
前まで。イベント開催時期や季節によって変更の場合
あり）　入園料➡大人７００円、小・中学生３００円（高齢
者・団体・障害者は割引あり）　休園日➡毎週火曜日

（祝日の場合は翌平日）、１２月３１日～翌年１月１日、１
月２５日～２月２日（イベント等により変更の場合あり）

　通夜から初七日までの葬送ができる施設。洋式場、
和式場、待合室、火葬炉（人体、動物、汚物）等。
予約➡葬祭業者を通して総合斎苑予約システムから申
し込むか、直接電話で同苑へ　開苑時間➡午前８時３０
分～午後５時１５分（通夜の利用は葬祭棟のみ午後５時
～翌日午前８時）　休苑日➡１月１日、点検日

　不燃物・粗大ごみの破砕、家具等の再生、びん・缶
類の選別をするごみ中間処理施設。
受付➡月～金曜日（祝日を含む）午前８時３０分～正午・
午後１時～４時４５分、第３日曜日（家庭ごみに限る）午
前８時３０分～正午　搬入料金➡家庭ごみ１０㎏につき５０
円（３０㎏以下の場合は無料）、事業ごみ１０㎏につき１００円
休業日➡土・日曜日（第３日曜午前中を除く）、年末年始

ごみの焼却と、し尿の中間処理施設。
受付➡月～金曜日（祝日を含む）午前８時３０分～正午・
午後１時～４時４５分、第３日曜日（家庭ごみに限る）午
前８時３０分～正午　搬入料金➡家庭ごみ１０㎏につき５０
円（３０㎏以下の場合は無料）、事業ごみ１０㎏につき１００円
休業日➡土・日曜日（第３日曜午前中を除く）、年末年始

　市民が「農」を楽しみ「農」ある暮らしを目指す拠点と
して、各種体験講座を実施。各講座の申込方法等詳細
は、広報紙や市HPで告知します。
開館時間➡午前８時３０分～午後５時１５分　休館日➡月
曜日、祝日、年末年始

　発達に心配や遅れのある子ども（１８歳まで）に対し、
継続した相談・療育支援を行う施設。
開館時間➡午前８時３０分～午後５時１５分　休館日➡日
曜日、祝日、年末年始

　果樹や街路樹などのせん定枝をたい肥化する施設。
受付➡月～土曜日（祝日を含む）午前８時３０分～正午・
午後１時～４時４５分　搬入料金➡市民は１０㎏につき５０
円（３０㎏以下の場合は無料）、市内から発生するせん定
枝等を取り扱う造園業者・果樹栽培農家は１０㎏につき
６０円　休業日➡日曜日、年末年始

総合運動公園

東祥アリーナ安城（安城市体育館／☎〈７５〉３５３５）

スポーツセンター（☎〈７５〉３５４５）※改修工事のため８
月３日まで休館予定

マーメイドパレス（☎〈９２〉７３５１）

安城産業文化公園デンパーク（☎〈９２〉７１１１）

総合斎苑（☎〈７２〉６６２６）

子ども発達支援センター　あんステップ♬
（☎〈７７〉７７９５）

アグリライフ支援センター（☎〈９２〉６２００）

環境クリーンセンター（☎〈９２〉０１７８）

リサイクルプラザ（☎〈７６〉３０５３）

せん定枝リサイクルプラント（☎〈７７〉４１８５）

エコらんど（☎〈７６〉３０５３）



❹ 暮らしのしおり

届出・証明

申請者（届出人）の本人確認できるものは次の①②のいずれか（４・５ページ共通）
①運転免許証・パスポート・在留カード又は特別永住者証明書・マイナンバーカード・　　
　その他官公庁が発行する顔写真付身分証明書のうち１点
②健康保険証・介護保険証・年金証書・年金手帳等のうち２点

届
出
・
証
明

問▶︎市民課届出係（☎〈７１〉２２６8）

里町
４丁目

明祥支所
（明祥プラザ内）
和泉町大下38 ー 1

（☎〈9２〉０００２）

桜井支所
（桜井公民館内）
桜井町大役田 1 ー 1

（☎〈99〉０8６１）

北部支所
（北部公民館内）
里町 ４ ー １２ ー ４

（☎〈98〉8４６8）

■転居届（安城市内での住所変更）
●届出期間　引っ越した日から１４日以内
●届出する人　本人又は世帯主、同一世帯の人
●持ち物　①届出する人の本人確認ができるもの
※以降該当者のみ　②マイナンバーカード（全員分）　
③住民基本台帳カード　④在留カード又は特別永住者
証明書（全員分）　⑤国民健康保険証　⑥後期高齢者医
療保険証　⑦介護保険証　⑧各種医療受給者証

■転出届（安城市から市外への住所変更）
●届出期間　引っ越しする日の前後１４日以内
●届出する人　本人又は世帯主、同一世帯の人
●持ち物　①届出する人の本人確認ができるもの
※以降該当者のみ　②マイナンバーカード又は住民基
本台帳カード　③印鑑登録証　④国民健康保険証　⑤
後期高齢者医療保険証　⑥介護保険証　⑦各種医療受
給者証

■転入届（市外から安城市内への住所変更）
●届出期間　引っ越した日から１４日以内
●届出する人　本人又は世帯主、同一世帯の人
●持ち物　①転出証明書（転出入の特例の場合はマイ
ナンバーカード又は住民基本台帳カード）　②届出す
る人の本人確認ができるもの　※以降該当者のみ　③
マイナンバーカード（全員分）　④住民基本台帳カード　
⑤在留カード又は特別永住者証明書（全員分）
●その他　海外から転入する場合は、全員のパスポー
ト（入国日が確認できる入国スタンプ（証印）が押印さ
れているもの）が必要

■出生届
●届出期間　出生日を含めて１４日以内
●届出人　生まれた子の父又は母
●届出場所　届出人の本籍地か所在地又は出生地の市
町村
●持ち物　①出生届　②届出人の認め印　③母子手帳
④養育者の健康保険証・預金通帳（児童手当手続き用）

■死亡届
●届出期間　死亡の事実を知った日から７日以内
●届出人　死亡者の親族
●届出場所　死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の所
在地の市町村
●持ち物　①死亡届（死亡診断書）　②届出人の認め印
※以降該当者のみ　③国民健康保険証　④国民年金証
書（年金受給者のみ）　⑤後期高齢者医療保険証　⑥介
護保険証　⑦各種医療受給者証

■婚姻届
●届出人　夫となる人及び妻となる人
●届出場所　夫又は妻の本籍地又は住所地の市町村
●持ち物　①婚姻届　②届出人の認め印（夫・妻）
③戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）　届出地に本籍があ
る人は不要　④届出人の本人確認ができるもの　※以
降「氏」が変わり、かつ該当者のみ　⑤マイナンバーカ
ード　⑥住民基本台帳カード　⑦国民健康保険証
●その他　未成年者の婚姻には父母の同意が必要

●開所時間　平日午前８時３０分～午後５
時１５分
●主な取扱業務　①戸籍の届出（出生・
死亡・婚姻等）　②転出・転入・転居等
の届出　③住民票の写し、戸籍全部（個
人）事項証明書、除籍証明書、改製原戸
籍謄（抄）本、戸籍の附票、身分証明書等
の発行　④印鑑登録と印鑑登録証明書の
発行　⑤所得・納税・固定資産証明書の
発行　⑥原動機付自転車の登録・廃車

（１２５㏄以下）の届出　⑦市税等の支払い、
口座振替の申請　⑧国民健康保険の加
入・脱退の届出
※申請者の本人確認ができるものが必要。

＜戸籍の届出＞ ＜住民登録に関する届出＞ ※代理人が届出する場合、
委任状が必要です。

■支所（地区に関係なく誰でも利用できます）
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問▶︎市民課証明係（☎〈７１〉２２２１）
　　証明・旅券窓口センター
　　（アンフォーレ本館内／☎〈７１〉２２６６）

■所得・納税・固定資産証明書
申請できる人➡本人又は同一世帯員　※代理人が申請
する場合は委任状が必要　手数料➡１通２００円（車検用
納税証明書は無料）、固定資産名寄せは１通１００円　持
ち物➡申請者の本人確認ができるもの

■証明・旅券窓口センター
　　　　　　　　　　　（アンフォーレ本館内）
　アンフォーレ本館１階でパスポートの申請・受取、
住民票や戸籍証明書等の証明書発行を行っています。

（アンフォーレ休館日➡毎月第２火曜日（祝日除く）、偶
数月第４火曜日（祝日除く）、年末年始
●パスポートの申請及び受取　取扱日時 ▼申請➡月曜
日～金曜日午前９時～午後５時（祝日及びアンフォーレ
休館日を除く）　受取➡月曜日～金曜日、日曜日午前
９時～午後５時（祝日及びアンフォーレ休館日を除く）
申請できる人 ▼日本国籍を有し、安城市に住民登録が
ある人　持ち物 ▼①写真（縦４．５㎝×横３．５㎝）　②戸籍
全部（個人）事項証明書　③本人確認書類（代理申請の
場合は代理人の本人確認書類も必要）　④前回取得し
たパスポート
●証明書発行　取扱日時 ▼アンフォーレ休館日を除く
毎日午前９時～午後５時　取扱業務 ▼①住民票の写し、
戸籍全部（個人）事項証明書、除籍証明書、改製原戸籍
謄（抄）本、戸籍の附票、身分証明書等の発行　②印鑑
登録と印鑑登録証明書の発行　③所得・納税・固定資
産証明書の発行
※いずれも申請者の本人確認ができるものが必要です。
※証明書発行に際し、市役所への確認が必要な場合、
発行できないことがあります。

■印鑑登録
登録できる印鑑➡①８㎜の正方形に収まらず、かつ２５
㎜の正方形に収まるもの　②同じ世帯内で他の人が登
録していないもの　③住民票に記載されている氏名を
表しているもの　手数料➡２００円
●本人が申請する場合　持ち物➡①登録する印鑑
②申請者の本人確認ができる官公庁発行の顔写真付身
分証明書（運転免許証、パスポート、マイナンバーカ
ード等）　③②に該当するものがない場合、既に安城
市で印鑑登録している人に保証人になってもらい、申
請書（保証人の署名と登録印の押印が必要）と登録する
印鑑と申請者の本人確認ができるもの（保険証等）
※②、③ともにない場合は問い合わせてください。
●代理人が申請する場合　持ち物➡①委任状　②登録
する印鑑　③代理人の本人確認ができる官公庁発行の
顔写真付身分証明書（運転免許証、パスポート、マイ
ナンバーカード等）
※本人あてに照会文書を送付。後日、回答書を記入し、
委任状と本人・代理人の本人確認ができるもの（運転
免許証等）と認め印を持って市民課へ。なお、印鑑登
録証明書は、回答書提出後の発行となるため、即日交
付はできません。

■住民票
申請できる人➡本人又は同一世帯員　※代理人が申請
する場合は委任状が必要　持ち物➡申請者の本人確認
ができるもの　手数料➡１通２００円

■印鑑登録証明書
持ち物➡印鑑登録証、申請者の本人確認ができるもの
手数料➡１通２００円

■戸籍証明書、附票、身分証明書
申請できる人➡本人、配偶者又は本人の直系親族。
※代理人が申請する場合は委任状が必要。身分証明書
については本人のみ申請可能。戸籍証明書は本籍が安
城市にある人のみ交付可能　持ち物➡申請者の本人確
認ができるもの　手数料（１通の金額）➡①戸籍全部

（個人）事項証明書４５０円　②除籍証明書・改製原戸籍
謄（抄）本７５０円　③戸籍の附票２００円　④身分証明書
２００円

■証明書コンビニ交付サービス
取得できる証明書➡住民票、印鑑登録証明書、
戸籍全部（個人）事項証明書、戸籍の附票　利
用可能時間➡毎日、午前６時３０分～午後１１時

（年末年始・保守点検日を除く）　必要なもの
➡マイナンバーカード

●市内での転居　市民課で転居の手続きをすると「就学校指定通知書」が発行されます。通知書に記載
されている学校に、同通知書と、それまで在籍していた学校で発行された関係書類（在学証明書・教科
用図書給与証明書）を提出してください。
●市外への転出　安城市役所市民課で転出届を出した後、転出先の市町村で住民登録し、それまで在籍し
ていた学校で発行された関係書類（在学証明書・教科用図書給与証明書）を転校先の学校へ提出してくだ
さい。

■転校（小・中学校について） 問▶︎学校教育課学事係（教育センター内／☎〈７１〉２２５４）
　　※住所変更（市内転居・市外転出）手続き ▼市民課届出係（☎〈７１〉２２６8）



■感震ブレーカー

　感震ブレーカーとは、地震により設定値以上の揺れ
を感知したときに、自動的にブレーカーを落とすこと
でコンセント等屋内への電気を止める器具です。
感震ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを
切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する
有効な手段です。
●感震ブレ－カーの設置補助
　市内にある住宅に分電盤タイプの製品を設置する場
合に補助金を交付しています。詳しくは問い合わせて
ください。

■災害時には正しい情報を入手することが大切
です

■防災ラジオ
　ピッチFM を利用した緊
急情報を受信すると、自動
的に起動し、安城市の緊急
放送が流れるラジオです。
危機管理課で２０００円で販売
しています（詳細は問い合わせてください）。

❻ 暮らしのしおり
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防災 問▶︎危機管理課（☎〈７１〉２２２０）

■非常持ち出しリスト
いつでも持ち出せる身近な場所に保管しましょう。
水・食料は可能な限り１週間分程度、最低でも３日分
を備蓄しましょう。

地区 避難所

北部 北部公民館（洪）、里町小学校（洪）、志貴小学校、
安城北部小学校（洪）、東山中学校（洪）

作野 作野公民館、今池小学校、作野小学校（洪）、梨の
里小学校、篠目中学校

二本木 二本木公民館、二本木小学校、みその保育園
東部 東部公民館、安城東部小学校、安城東高等学校

中部
中部公民館、安城中部小学校、新田小学校、安
城北中学校、市体育館、青少年の家、安城農林
高等学校、安城市民交流センター

中央 文化センター、桜町小学校、錦町小学校

昭林 昭林公民館、安城南中学校、赤松保育園、安城
高等学校

安祥 安祥公民館（洪）、祥南小学校、安城南部小学校
（洪）、安祥中学校（洪）、ゆたか保育園（洪）

西部
西部公民館、安城西部小学校、高棚小学校、三
河安城小学校、安城西中学校、みのわ保育園、
えのき保育園

明祥 明祥公民館（明祥プラザ）（洪）、丈山小学校（洪）、
明和小学校（洪）、明祥中学校、城ケ入保育園

桜井
桜井公民館（洪）、桜井小学校（洪）、桜林小学校

（洪）、桜井中学校（洪）、三ツ川保育園（洪）、安城
南高等学校（洪）

※下線部の避難所には、医療機関による救護所を設置。
※（洪）は、水害時に使用できない施設です。
福祉避難所　北部（洪）・作野・総合・西部・桜井（洪）・
中部・安祥（洪）・明祥（洪）の各福祉センター
広域避難場所　総合運動公園、安城公園、秋葉公園（洪）

男性１５㎏、女性１０㎏が重さの目安です
飲料水（１人１日３ℓ） 衣類・下着類
非常食

（アルファ化米・缶詰等） 軍手、マスク

救急医療品（絆創膏、傷薬等）タオル・ティッシュ
常備薬、お薬手帳 ビニール袋
ヘルメット、防災ずきん ライター、マッチ
ホイッスル ナイフ、缶切り
現金・貴重品（預金通帳・印
鑑等）

懐中電灯、予備の電池・
電球

簡易トイレ 携帯ラジオ、予備の電池

免許証・保険証のコピー 携帯電話の充電器・バッ
テリー

市からの災害緊急情報は、次の方法で入手できます
市ホームページ「望遠郷」（緊急災害情報のページ）
市広報フェイスブック、市公式ツイッター（@Anjo_
City）、市LINE公式アカウント
防災ラジオ
安全・安心情報メール
Yahoo!防災速報（スマホアプリ）
KATCH（キャッチ）の災害情報サイト
緊急速報メール（エリアメール）

■避難所一覧

分電盤タイプ（内蔵型）　　　分電盤タイプ（後付型）
（経済産業省ホームページより）
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税金
　前年の所得に対して課税され、その年の１月１日に
住所がある市町村に納める税金です。住所がない場合
でも事務所などがある人は、均等割のみを納めます。
●税率　「均等割」「所得割」の２つの税率があります。
均等割の税率➡市民税年間３５００円、県民税年間２０００円
所得割の税率➡課税所得金額［所得（収入－経費）－各
種所得控除］の１０％（市民税６％、県民税４％）

　毎年４月１日現在、原動機付自転車（原付）、軽自動
車等を所有（又は使用）している人が納める税金です。
下表は令和２年４月１日現在の年税額です。
●二輪車等の年税額

●軽四輪車等の年税額

問 ▼資産税課：土地➡（☎〈７１〉２２５６）
　　　　　　：家屋、償却資産➡（☎〈７１〉２２１５）
●固定資産税
　毎年１月１日に市内に固定資産（土地・家屋・償却
資産）を所有している人が納める税金です。
●都市計画税
　道路や下水道の整備等の都市計画事業に必要な費用
に充てられる税金です。毎年１月１日に市内の市街化
区域内に土地・家屋を所有している人が、固定資産税
と合わせて納めます。
●固定資産税・都市計画税の税額
　固定資産税課税標準額×１．４％＝固定資産税
　都市計画税課税標準額×０．３％＝都市計画税

　下表のとおり。納期限は毎月末日（１２月のみ２８日）。
納期限が土・日曜日・祝日と重なる場合はその翌平日。
●便利で簡単な口座振替の利用を
　市内各金融機関、市役所納税課、支所で申し込んで
ください。その際、振替希望の口座内容がわかるもの

（通帳等）と通帳印が必要です。

令和２年度市税の納期一覧
　　　　税目等

　納期限

市民税・
県民税

（普通徴収）

固定資産
税・都市
計画税

軽自動
車税

（種別割）
国民健康
保険税

４月（３０日㈭） １期
（全期前納）

５月（６月１日㈪） 全期

６月（３０日㈫） １期
（全期前納）

７月（３１日㈮） ２期 １期
８月（３１日㈪） ２期 ２期
９月（３０日㈬） ３期
１０月（１１月２日㈪）３期 ４期
１１月（３０日㈪） ５期
１２月（２８日㈪） ３期 ６期
１月（２月１日㈪）４期 ７期
２月（３月１日㈪） ４期 ８期
３月（３１日㈬） ９期

車種 総排気量等 年税額

原付

５０㏄以下 ２，０００ 円
５０㏄超９０㏄以下で二輪 ２，０００ 円
９０㏄超１２５㏄以下で二輪 ２，４００ 円
２０㏄超 ５０㏄以下で三輪以上 ３，７００ 円

二輪の軽自動車 １２５㏄超 ２５０㏄以下で二輪 ３，６００ 円
二輪の小型自動車 ２５０㏄超 ６，０００ 円

小型特殊自動車 農耕作業用 ２，４００ 円
その他（フォークリフト等） ５，９００ 円

二輪の被けん引車 ボートトレーラー等 ３，６００ 円

車種
新規登録年
月日が平成
２７年３月３１
日以前

新規登録年
月日が平成
２７年４月１
日以降

新規登録年
月日から１３
年経過

軽
自
動
車

四
輪

乗
用

自家用 ７，２００ 円 １０，８００ 円 １２，９００ 円
営業用 ５，５００ 円 ６，９００ 円 ８，２００ 円

貨
物
用

自家用 ４，０００ 円 ５，０００ 円 ６，０００ 円
営業用 ３，０００ 円 ３，８００ 円 ４，５００ 円

三輪 ３，１００ 円 ３，９００ 円 ４，６００ 円

対象車種
（燃費内容）

電気自動
車、天然
ガス自動
車

ガソリン車・
ハイブリッド車（※）

A令和２年
度燃費基準
＋３０％達成

A令和２年
度燃費基準
＋１０％達成

B平成２７年
度燃費基準
＋３５％達成

B平成２７年
度燃費基準
＋１５％達成

軽減率 ７５％軽減 ５０％軽減 ２５％軽減

軽
自
動
車

四
輪

A
乗
用

自家用 ２，７００ 円 ５，４００ 円 ８，１００ 円

営業用 １，８００ 円 ３，５００ 円 ５，２００ 円
B
貨
物
用

自家用 １，３００ 円 ２，５００ 円 ３，８００ 円

営業用 １，０００ 円 １，９００ 円 ２，９００ 円

三輪 １，０００ 円 ２，０００ 円 ３，０００ 円

●グリーン化特例
　排出ガス性能・燃費性能に優れた環境負荷の小さい
軽自動車については、新規登録年月日の翌年度の課税
に限り、軽減された税額となります。

「新規登録年月日」とは、車両が初めて標識番号の指定を受
けた年月のこと。車検証の「初度検査年月」に記載。

（※）平成１７年度排出ガス基準７５％低減達成車または平成３０
　　年排ガス基準５０％低減車。

■市民税・県民税 問 ▼市民税課（☎〈７１〉２２１４）

■固定資産税・都市計画税

■市税の納期 問 ▼納税課（☎〈７１〉２２１６）

■軽自動車税（種別割）問 ▼市民税課（☎〈７１〉２２１3）
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国民健康保険 問▶︎国保年金課（☎〈７１〉２２3０）

●国民健康保険
　国民健康保険は、病気やケガをした時に、経済的負
担を軽くし、安心して治療が受けられる大切な制度で
す。市内に住んでいる、次の①～⑤の人を除くすべて
の人は安城市の国民健康保険に加入しなければなりま
せん。外国人も、住民登録のある人（ただし在留資格
が特定活動で医療目的の人を除く）は対象となります。
①会社や事業所の健康保険に入っている人とその扶養
家族　②国、県、市町村、学校等の共済組合に入って
いる人とその扶養家族　③日雇健康保険に入っている
人とその扶養家族　④生活保護を受けている人　⑤後
期高齢者医療に加入している人

●医療機関窓口での自己負担割合■国民健康保険
小学校就学前 ２割（※）
小学校就学後から７０歳未満 ３割（※）

７０歳以上 ２割または３割（所得状況に
応じて変わります）

●国民健康保険税
　保険税額は、所得割額、均等割額、平等割額によっ
て医療給付費課税額・後期高齢者支援金等課税額を算
出します。４０～６４歳の人（介護保険の第２号被保険者）
は、これに介護納付金課税額が加わります。

※本市では福祉医療制度により、 通院は中学生まで（１５歳
に達した日以後の最初の３月３１日まで）、入院は高校生
世代まで（１８歳に達した日以後の最初の３月３１日まで）、
保険診療分医療費の自己負担はありません。

こんな時は１４日以内に届出を

こんな時 特記事項

国民健康保険
に入る時

転入してきたとき 転入届の時に加入手続き
勤め先の健康保険をやめたとき 「社会保険離脱の証明書（退職証明書等）」を持参
子どもが生まれたとき 出生届の時に加入手続き
生活保護を受けなくなったとき ー

国民健康保険
をやめるとき

市外に転出するとき 転出届の時に手続き
勤め先の健康保険に加入したとき 「勤め先の健康保険証」を持参
死亡したとき 死亡届の時に手続き
生活保護を受けるとき ー

そのほか

転居、世帯主変更や氏名変更、世帯分離や合併等 「変更前の保険証」を持参
転出して学校へ入学するとき 「在学証明書」を持参
転出して介護保険施設、児童施設等へ入所するとき「入所または在園証明書」を持参
保険証の再交付 「官公署発行の顔写真付身分証明書（運転免許証等）」を持参

共通事項➡届け出時には印が必要（自署であれば印不要）、通知カード又はマイナンバーカードを持参してください。
※国民健康保険の保険証がある人は、保険証をお持ちください。

給付に関する手続き
保険証を忘れて、医療機関で実費診療を受
けたとき

診療報酬明細書と領収書で申請。保険診療分のうち一部負担金を除いた額を支
給

医師が認めたコルセットなどの治療用装具
の費用を支払ったとき

医師の証明書と領収書で申請。一部負担金を除いた額を支給
※靴型装具の申請については、装具の写真（本人が実際に装着する現物である
ことが確認できるもの）も必要。

自己負担限度額（加入者の所得によって変わ
る）を超えた医療費を支払ったとき 該当者に診療付きの約３カ月後に送付する通知により申請。高額療養費を支給

出産したとき 原則分娩機関に申請。出産育児一時金 ４２万円または ４０．４万円を支給

死亡したとき 喪主が申請。「葬祭したことがわかるもの（領収証等）」を持参。葬祭費５万円
を支給

交通事故や暴行に遭い、国民健康保険を
使ったとき

加害者が弁償しなければならない。後日、国民健康保険から加害者に請求する
ため「第三者行為による被害届」を提出

共通事項➡届け出時には印が必要です。通知カード又はマイナンバーカード、国民健康保険の保険証を持参してください。
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年金 問▶︎国保年金課（☎〈７１〉２２3１）

●国民年金に加入する人
●国民年金基金とは
　第１号被保険者を対象に、基礎年金に上積みした年金
を支払う制度です。ただし、付加年金の加入者は、加入
できません。
●国民年金保険料
　国民年金保険料は２０歳から６０歳まで、４０年間納めます。
老齢基礎年金を受けるためには、最低１０年間の保険料納
付が必要です。
国民年金保険料➡月額１万６５４０円（令和２年度）
●免除制度
法定免除➡生活保護法による生活扶助を受けている人、
障害年金（１・２級）の受給権者
全額申請免除➡本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下
の人、天災等で保険料納付が著しく困難な人
半額（４分の１、４分の３）申請免除➡本人・配偶者・世
帯主の所得が一定以下で保険料全額納付が困難な人
学生納付特例➡本人の所得が一定基準以下の学生
納付猶予➡本人・配偶者の所得が一定以下の５０歳未満の人
※１０年以内であれば保険料を追納することができます。
　ただし２年度を超えると追納額に一定の加算がされます。

●国民年金の受給
老齢基礎年金　保険料納付期間（免除期間を含む）が１０年以上ある人が、６５歳に達したときに受給。
年金額➡７８万１７００円（令和２年度、４０年間納付した人）
障害基礎年金　原因となった疾病の初診日において、国民年金に加入している人が障害等級１級または２級の
障害になったときに受給。ただし、加入期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間の合計が３分の２以上あ
ることが必要。（初診日が令和８年３月３１日以前のときは、直近の１年間に保険料の未納がなければよい）
　なお、２０歳以前に１級または２級の障害となった人は、２０歳から受給。
遺族基礎年金　次の①～④のいずれかに該当する人が死亡したときに、１８歳到達年度末日（３月３１日）を経過し
ていない子（障害のある子の場合は２０歳未満）または子のある配偶者に支給。
①国民年金に加入している人
②国民年金に加入していたことのある６０歳以上６５歳未満の人で、日本国内に住所のある人
③老齢基礎年金の受給権者である人
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
※①②のいずれかの場合は、加入期間のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算して３分の２以上あ
ることが必要。（死亡日が令和８年３月３１日以前のときは、直近の１年間に保険料の未納がなければよい）
●独自給付
付加年金　定額の保険料に月額４００円の付加保険料を上乗せして納めた人が、納めた月数×２００円（年額）の金額
を老齢基礎年金に加算されて受け取ることができる制度。ただし、国民年金基金の加入員は付加保険料を納め
ることができません。
寡婦年金　老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が１０年以
上あった妻に６０歳から６５歳までの間支給。
年金額➡夫が受給できた老齢基礎年金額の４分の３
死亡一時金　３年以上、第１号被保険者として国民年金保険料を納めた人が、年金を受給しないで死亡したと
き、その遺族に支給。
支給額➡保険料を納めた期間に応じて１２万円～３２万円
外国人の脱退一時金　外国人で、保険料を納めた期間が６カ月以上あり、年金を受けずに帰国した場合、２年
以内に請求すれば、脱退一時金を支給。

強制加入被保険者
第１号
被保険者

自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の人
等で、２０歳以上６０歳未満の人

第２号
被保険者 厚生年金や共済組合に加入している人

第３号
被保険者

第２号被保険者に扶養されている配偶者で、
２０歳以上６０歳未満の人

任意加入被保険者
６０歳以上６５歳未満で、厚生年金保険・共済組合等に加入し
ておらず、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人

２０歳以上６５歳未満で、海外に居住している日本人

昭和 ４０ 年４月１日以前に生まれた人で ６５歳以上７０歳未
満の人

■国民年金
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介護保険 問▶︎高齢福祉課（☎〈７１〉２２9０）

介
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　介護を皆で支え合い、老後を安心して暮らせるよう、
加入者が保険料を出し合い、介護が必要になったとき
認定を受けて介護サービスを利用する制度。
●介護保険加入者　４０歳以上の全員が対象。
第１号被保険者（６５歳以上）➡原因を問わず、日常生活
で介護や支援が必要となった場合に、要介護認定を受
けてからサービスを利用。保険料は被保険者と世帯員

の所得に応じて１４段階で定める。年額１８万円以上の老
齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金受給者は年金
から天引きの特別徴収で、それ以外の人は、市へ納付
書または口座振替による普通徴収で個別納付
第２号被保険者（４０歳～６４歳）➡老化が原因とされる病
気（１６種類の特定疾病）により介護や支援が必要と認め
られた場合に、要介護認定を受けてからサービスを利
用。保険料は加入している医療保険に医療保険分とと
もに介護保険分を納める

■介護保険制度

①申請
本人又は家族が高齢福祉課に要介護認定を申請（地域包括支援センターや指定居宅介護支
援事業者・介護保険施設等による代行も可）。第２号被保険者は特定疾病が原因の場合に限
られる　申請に必要なもの➡要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、医療保険
被保険者証（第２号認定の場合）等　※申請に必要な書類は問い合わせてください。

②認定調査 調査員が自宅等を訪問、認定調査票に基づき心身の状況 ６２ 項目と特別な医療 １２項目を調査
③主治医意見書 本人の主治医が心身の状況の意見書を作成。意見書は、市から直接主治医へ依頼

④審査・判定 認定調査と主治医意見書の結果をコンピューターで一次判定。認定調査の特記事項、主治
医意見書をもとに『介護認定審査会』で審査し、二次判定を実施

⑤認定
介護認定審査会の二次判定結果に基づき、「要介護１～５」「要支援１・２」「非該当（自立）」の
８区分に認定し、認定結果通知書と介護保険被保険者証を送付。認定結果は、原則として
申請を受理した日から３０日以内に通知。認定の有効期間は、原則として新規認定は6カ月、
更新認定は１２カ月

⑥介護サービス計画
　（ケアプラン）作成

本人の希望や家族の意見を踏まえ、心身の状況等から適切な居宅サービスまたは施設サー
ビスが利用できるよう介護サービス計画を作成

⑦サービスの利用 かかった費用の１割（※）を負担（支給限度あり）
※一定以上の所得のある６５歳以上は２割または３割。

種別 対象 事業内容

介護予防・
生活支援サ
ービス事業

要支援１・２の認
定を受けた人や、
基本チェックリス
トにより事業対象
者と判定された人

訪問型サービス
（ホ－ムヘルプサービス） 通所型サービス（デイサービス） 短期集中型介

護予防サービ
ス（６カ月以
内の集中的な
リハビリ）

●介護予防訪問サービス
　（着替えや歩行の支援等）
●生活支援訪問サービス
　（調理、買物支援等）

●介護予防通所サービス
　（入浴等の生活支援や訓練等）
●生活支援訪問サービス
　（訓練またはレクリエーション等）

一般介護予
防事業

６５歳以上のすべて
の人

福祉センター、町内会等で実施する教室・講座（すっきり・しゃっきり健康体
操、体操教室、サロン等）

中学校区 名称 電話番号 中学校区 名称 電話番号
東山 地域包括支援センターさとまち 〈９６〉３５１２ 安祥 地域包括支援センター松井 〈５５〉５３５５
安城北 地域包括支援センター中部 〈７１〉００７７ 安城西 地域包括支援センターあんのん館 〈７１〉３１７３
篠目 地域包括支援センター八千代 〈９７〉８０６９ 明祥 地域包括支援センターひがしばた 〈７３〉８２１０
安城南 地域包括支援センター更生 〈７７〉９９４８ 桜井 地域包括支援センター小川の里 〈７３〉３５３５

●介護保険サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります

●介護保険サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります

●中学校区別相談機関
（高齢者の生活や介護の相談・介護保険やサービスについての問合せはお住まいの地区の地域包括支援センターへ）
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　乳幼児子育て相談、子育てサークルの育成・支援、
育児講習会の開催、子育て情報の提供等。
開設日➡月～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前９時
～午後５時※安城市子育て支援センターのみ土曜日も
開設。　あそびルームの開放➡月～金曜日（祝日、年
末年始を除く）午前９時～午後３時３０分　※安城市子
育て支援センターは月～金曜日（祝日・年末年始を除
く）午前１０時～午後４時及び第２・４土曜日午前１０時
～午後４時。

■子育て支援センター お互いに助け合う会員組織。次のような場合に提供会
員が子どもを預かったり補助をしたりします。
●保育園・幼稚園等の開始前・終了後
●学校の放課後、児童クラブ（学童保育）開始前・終了後
●子どもが軽度の病気の回復期等のとき
●通院、看護、冠婚葬祭や兄弟の学校行事、買い物等

外出の際等
●新生児の入浴手伝い、健診の付き添い等
会員資格 ▼依頼会員➡市内在住・在勤・在学の人で、０
歳～小学６年生の子どもをもつ人　提供会員➡市内在
住で心身ともに健康で、自宅で子どもを預かることの
できる人　両方会員➡提供会員と依頼会員とを兼ねる人
利用料金 ▼基本時間（月～金曜日の午前７時～午後７
時）➡１時間６００円、その他➡１時間７００円　※その他
交通費等。

子育て支援センター
安城市子育て支援センター あんぱ～く内／☎〈７２〉２３１７
二本木子育て支援センター 二本木保育園内／☎〈７７〉２７７４
あけぼの子育て支援センター あけぼの保育園内／☎〈９７〉２２７６
さくら子育て支援センター さくら保育園内／☎〈９９〉２１００
和泉子育て支援センター 和泉保育園内／☎〈９２〉８１００

■児童センター
　１８歳未満の児童が自由に利用できる施設。児童厚生
員が各種行事や遊びを指導。
開館時間➡午前９時～午後５時
休館日 ▼中央・西部・安祥➡毎週月曜日（敬老の日は
開館）、５月３日～５日、年末年始　それ以外➡毎週月
曜日（祝日の場合は開館）、年末年始
子育て支援センター
北部児童センター 北部公民館内／☎〈９８〉３７５１
作野児童センター 作野公民館内／☎〈７４〉３９７７
桜井児童センター 桜井公民館内／☎〈９９〉３３１３
二本木児童センター 二本木公民館内／☎〈７７〉８６１１
中部児童センター 中部公民館内／☎〈７４〉８５７０
中央児童センター 総合福祉センター内／☎〈７７〉７８８８
西部児童センター 西部福祉センター内／☎〈７２〉６６１６
安祥児童センター 安祥福祉センター内／☎〈７３〉５７５７
明祥児童センター 明祥プラザ内／☎〈９２〉３５２１

■児童クラブ 問 ▼あんぱ～く（☎〈７２〉２3１9）

　「子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）」と「子
育ての協力をしてくれる人（提供会員）」が会員となり、

　学校の授業後、両親や同居の親族が就労や病気等に
より、児童の面倒が見られない場合に預かる。
開設場所➡市内全小学校区内（公立５２カ所、民間４カ
所）　対象児童➡小学１～６年生　開設時間➡下校時
～午後７時（学校休業日は午前７時３０分～午後７時）　
利用料金➡月額５２００円（８月は８６００円）とおやつ代月額
１０００円。長期休業日のみの利用は、８月を除き月額
２６００円とおやつ代月額５００円　※民間はクラブにより
異なります。

■あんじょうファミリー・サポート・センター
問 ▼あんぱ～く（☎〈７２〉２3１５）

　保護者が仕事、出産、疾病、介護等のとき、一時的
に子どもを預かる。
実施場所／対象年齢 ▼東部保育園・高棚保育園・みのわ
保育園・三ツ川保育園・光徳保育園（私立）・根崎こども
園（私立）・麦のうさぎ保育園（私立）➡６カ月～５歳児　
よさみ保育園（私立）・てらべサニーサイド保育園（私立）
➡６週間～５歳児　すずらん保育園（私立）➡６週間～
２歳児　げんきのもり保育園（私立）➡６カ月～２歳児
実施日時 ▼平日➡午前８時３０分～午後４時　土曜日➡
午前８時３０分～正午　利用料金（日額）➡０～２歳児
２０００円、３～５歳児７５０円（３～５歳児は、別途給食代
及びおやつ代が必要）　※土曜日は半額。

■一時保育 問 ▼保育課（☎〈７２〉２3１9）

　保護者が、定期的（保育園の入園対象とならない程
度で月６４時間以上）に保育が困難な時に子どもを預かる。
実施場所／対象年齢 ▼三ツ川保育園・光徳保育園（私
立）➡６カ月～５歳児　※実施日時・利用料金は一時
保育と同じ。午前のみ・午後のみ・土曜日は半額。

■特定保育 問 ▼保育課（☎〈７２〉２3１9）

　保護者が日曜日や祝日に仕事等のとき、保育園で子
どもを預かる。
対象➡市内保育園に入所している生後６カ月～５歳児
実施場所➡南部保育園・二本木保育園
実施日➡日曜日、祝日（１２月２９日～翌年１月３日を除く）
保育時間➡午前７時３０分～午後６時３０分の必要な時間
利用料金（日額）➡０～２歳児２０００円、３歳児１０００円、
４歳以上児９００円　※平日からの振替も可。

■休日保育 問 ▼保育課（☎〈７２〉２3１9）

■利用者支援窓口 問 ▼あんぱ～く（☎〈７２〉２3１７）
　子育て支援アドバイザーによる相談支援や子育て支
援に係る施設の紹介。子育て情報・サービスの提案等。
開設日時➡㈫～㈮午前９時～午後５時（祝日、年末年
始を除く）　対象➡１８歳未満の子を持つ保護者・家族
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福祉医療・後期高齢者医療
問▶︎国保年金課（☎〈７１〉２２3２）

⓬ 暮らしのしおり

区分 対象 内容

こども医療 通院➡０歳～中学生（１５歳に達した日以後の最初の３月３１日まで）
入院➡０歳～高校生世代（１８歳に達した日以後の最初の３月３１日まで）保険診療分の自己負担額を助成

心身障害者医療
身体障害者手帳１～３級の人、４級の腎臓機能障害の人、４～６級
の進行性筋萎縮症の人、療育手帳Ａ・Ｂ判定の人、自閉症状群と診
断された人

保険診療分の自己負担額を助成

母子・父子家庭医療 母子・父子家庭の親とその子、父母のいない子（１８歳に達した日以
後の最初の３月３１日まで) 保険診療分の自己負担額を助成

精神障害者医療

精神障害と診断され、入院治療を受けている人 保険診療分の自己負担額の半額
を助成

自立支援医療受給者証（精神通院）を所持して、通院治療を受けてい
る人

自立支援医療（精神通院）の自己
負担額を助成

精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者 保険診療分の自己負担額を助成

後期高齢者福祉医療 後期高齢者医療被保険者で障害者（各福祉医療の資格受給者）・戦傷
病者手帳所持者・寝たきり・認知症・ひとり暮らし（非課税世帯）等 保険診療分の自己負担額を助成

養育医療 身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児 保険診療分の自己負担額を助成

対象 内容

７５歳以上の人、６５歳以上７５歳未満で厚生労働省令で定める程度
の障害の状態にあり、県後期高齢者医療広域連合が認定した人

自己負担割合は１割（同一世帯に市県民税の課税所得が
１４５万円以上ある被保険者のいる世帯の人は３割）

補助・助成

■福祉医療

■後期高齢者医療 問▶︎国保年金課（☎〈７１〉２２3２）

※補助の要件等、詳細は問い合わせてください。

担当 ▼公園緑地課（市役所北庁舎４階／☎〈７１〉２２４４）
　　　　　　　　※全ての申請に賦課徴収資料の閲覧承諾書が必要です。詳細は問い合わせてください。

生垣等設置奨励
補助金

対象　市内に住所や店舗を有し、樹木等で緑化する場合
補助額　樹木を植栽する場合➡対象経費の２分の１（市街化区域のみ、上限６万円）　生垣を
設置する場合➡対象経費の２分の１（市街化区域は上限６万円、市街化調整区域は上限４万
円）　駐車場を緑化する場合➡必要経費の２分の１（市街化区域のみ、上限６万円）
手続き　工事着工前に申請書、工事見積書、図面、着工前の写真等を持って公園緑地課へ

松くい虫薬剤防除
補助金

対象　松を植栽している土地の所有者又は管理者が、樹幹注入剤を注入または地上散布剤を
散布する場合　※松は健全木で、地上高１．２ｍの位置の直径が２４㎝以上。６年に１度。
補助額　薬剤代
手続き　工事着工前に申請書、工事見積書、図面、着工前の写真を持って公園緑地課へ

松くい虫被害木
自主駆除補助金

対象　被害木の所有者または管理者が、松くい虫による被害木を自主駆除する場合
※被害木は、マツノザイセンチュウの樹体内侵食で枯死したもので、地上高１．２ｍの位置の
直径が２４㎝以上、樹高５ｍ以上。
補助額　私有地➡必要経費の２分の１と限度額のどちらか低い額　保全地区、神社、仏閣等
➡必要経費の３分の２と限度額のどちらか低い額　※１０００円未満切り捨て。
手続き　工事着工前に申請書、工事見積書ｐ、図面、着工前の写真を持って公園緑地課へ



暮らしのしおり ⓭
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補助・助成
担当 ▼環境都市推進課（市役所北庁舎２階／スマートハウス・次世代自動車➡☎〈７１〉２２８０　浄化槽➡☎〈７１〉２２０６）

スマートハウス普及促
進補助金

対象　当年度中に、自らが居住する市内の住宅に新たに下記のシステムを購入し設置又
は、システム付きの住宅を購入する人
①住宅用太陽光発電システム（③と④又は④と⑤の設置が必要です）　②家庭用燃料電池
システム　③家庭用リチウムイオン蓄電池システム　④家庭用エネルギー管理システム

（HEMS）　⑤住宅用次世代自動車充給電システム　※③～⑤は、補助金の交付を申請す
る時点又は、実績報告する時点で、①又は②が設置されている必要があります。
補助額　① ▼③及び④と同時に設置➡１６万円　④及び⑤と同時に設置➡１１万円　②➡5万
円　③➡１０万円　④➡１万円　⑤➡５万円
手続き　工事着工の１５日前までに提出書類を持って環境都市推進課へ

次世代自動車購入費補
助金

対象　当年度中に下記の車両を新車購入した市内に１年以上住所がある人や市内に本社・
事業所等を有する事業者
①燃料電池自動車　②電気自動車・プラグインハイブリッド自動車　③超小型電気自動車
補助額　①➡３０万円　②➡５万円　③➡５万円
手続き　購入後に提出書類を持って環境都市推進課へ

浄化槽設置補助金

対象　市内在住者で、補助対象地域において、専用住宅又は併用住宅（居宅床面積が延べ
床面積の２分の１以上）に居住し、住宅に設置されたみなし浄化槽を廃止し環境配慮型
浄化槽に転換する人
補助額　設置費➡浄化槽の人槽により異なります（市HPを参照）　転換に伴うみなし浄化
槽の撤去費➡上限１０万円　転換に伴う宅内配管工事費➡上限３０万円
手続き　設置計画を事前に環境都市推進課へ相談のうえ、工事着工前に申請　

担当 ▼ごみゼロ推進課（清掃事業所内／☎〈７６〉３０５３）

生ごみ処理機器購入補
助金

対象　市内在住者で、市内の販売店から生ごみ処理機器を購入した人。１世帯に生ごみ
処理機１基、たい肥化容器２基、減量容器２基まで
補助額　購入価格の２分の１（限度額➡バイオ式生ごみ処理機３万円、乾燥式生ごみ処理
機３万円、たい肥化容器５０００円、減量容器５０００円。１００円未満切り捨て）
※補助金交付後、５年経過した後(たい肥化容器は３年経過後)の買い替えも補助。
手続き　購入時に販売店から渡される領収書、印鑑、振込口座のわかるものを持って、
購入日から１カ月以内に清掃事業所へ

担当 ▼土木課（市役所北庁舎３階／☎〈７１〉２２３９）
　　　※既存浄化槽転用雨水貯留槽については下水道課（市役所西庁舎２階／☎〈７１〉２２５８）

雨水貯留浸透施設設置
補助金

対象　①市販雨水貯留槽（雨水タンク）　②浸透マス　③浸透管　④浸透側溝　⑤透水性
舗装　⑥既存浄化槽転用雨水貯留槽　その他同等の効果がある施設を設置する場合
補助額　①～⑤➡定めた限度額と工事費の２分の１のどちらか低い額　⑥➡貯留量によ
り定めた限度額と工事費の３分の２のどちらか低い額
※①～⑥の併用可、ただし補助金の上限額は１５万円。１０００円未満切り捨て。
手続き　①～⑤は工事着工前に土木課へ、⑥は工事着工前に下水道課へ

担当 ▼建築課（市役所北庁舎３階／☎〈７１〉２２４１）

多世代住宅補助金

対象　小学校修了前の子どもと三世代又は７５歳以上の親と二世代で居住するための住宅の
建築又は取得
補助額　対象経費の３分の１。限度額は同居➡７０万円、隣居➡３５万円、近居➡２０万円　
空き家、耐震、マチナカ居住誘導区域の場合➡限度額に最大３０万円加算
手続き　建築又は取得後６か月以内に必要書類（補助区分によって変わります）を持って
建築課へ。条件が多岐にわたるため、建築又は取得契約前の事前相談を推奨します。

木造住宅の
耐震改修費補助金

対象　市が実施する専門家の耐震診断を受けた人で、耐震診断の判定値が基準値未満と判
定され、耐震改修後の判定値を基準値以上とする工事等
補助額　上限１２０万円　※耐震診断は無料（昭和５６年５月３１日以前着工の木造住宅に限る）。
手続き　工事着工前に申請書、耐震診断結果の写し、耐震改修計画書、耐震改修費見積
書等を持って建築課へ

ブロック塀等
撤去費補助金

対象　通学路、道路、公共施設の敷地に面する、地盤面から１ｍ以上の高さのブロック等
の塀を撤去する工事
補助額　通学路に面するもの➡対象経費の4分の3（上限1mあたり７５００円又は総額１５万
円）　公共施設の敷地又は道路に面するもの➡対象経費の２分の1（上限１m当たり５０００
円又は総額１０万円）
手続き　工事着工前に申請書、位置図、撤去工事の内容を表した図面等、現場写真、撤去
費用の見積書等を持って建築課へ
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補助・助成
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市役所代表番号☎０５６６〈７６〉１１１１
秘書課秘書係
〈７１〉２２０１

市長・副市長の秘書、後援や市長
賞に関すること

秘書課広報広聴係
〈７１〉２２０２

広報紙の発行・配布、ウェブサイ
トの管理、 広聴に関すること

人事課
〈７１〉２２０３

職員採用、人事管理、職員給与、
職員の福利厚生に関すること

企画政策課
〈７１〉２２０４

総合計画、広域行政、健幸都市の
推進、公民連携に関すること

経営情報課経営管理
係・業務改革係・統
計係〈７１〉２２０５

事務組織、事務改善、統計に関す
ること

経営情報課情報シス
テム係〈７１〉２２０７

情報処理、情報処理機器管理、情
報セキュリティ対策に関すること

行政課庶務係・法規係
〈７１〉２２０８

庁舎管理、条例・規則、選挙事務
に関すること

行政課文書係
〈７１〉２２０９ 文書管理に関すること

財政課管財係
〈７１〉２２１０

財産管理、土地開発公社に関する
こと

財政課予算係
〈７１〉２２７５ 市の財政、予算編成に関すること

契約検査課契約係（工
事委託関係）・検査係
〈７１〉２２１１

工事・委託の入札、入札参加資格
申請の受付、工事検査に関するこ
と

契約検査課契約係（契
約関係）〈７１〉２２１２

物品の入札、入札参加資格申請の
受付に関すること

市民税課軽自動車税係
〈７１〉２２１３

軽自動車税・たばこ税・入湯税の
課税、税務相談に関すること

市民税課市民税係　
〈７１〉２２１４ 市県民税の課税に関すること

資産税課家屋係・償
却資産係〈７１〉２２１５

固定資産税（家屋・償却資産）の課
税に関すること

資産税課土地係
〈７１〉２２５６

固定資産税（土地）の課税に関する
こと

納税課管理係
〈７１〉２２１６

市税の口座振替等の納付方法に関
すること

納税課納税係
〈７１〉２２１７

市税の徴収、納税相談、滞納整理
に関すること

市民協働課地域振興
係・市民協働係

〈７１〉２２１８

地域コミュニティ・国内交流・多
文化共生に関すること、市民活動
の推進・市民協働・市民参加・男
女共同参画に関すること。国際交
流関係は、市国際交流協会〈７１〉
２２６０へ

市民安全課市民安全係
〈７１〉２２１９ 防犯、交通安全に関すること

市民安全課市民相談係
〈７１〉２２２２

市民相談、法律相談、女性相談に
関すること

市民課証明係
〈７１〉２２２１

住民票、戸籍、印鑑証明、所得課
税証明、納税証明、固定資産証明
等の発行、印鑑登録、自動車臨時
運行許可に関すること

市民課届出係
〈７１〉２２６８

住所変更・戸籍届出の受付に関す
ること

市民課交付対策係・
マイナンバー専用
窓口〈７１〉２２７１

マイナンバーカードの交付に関す
ること

市民課戸籍係
〈７１〉２２６９ 戸籍の記載に関すること

担当 ▼健康推進課（保健センター内／☎〈７６〉１１３３）

妊産婦・乳児健康診査
の助成

対象　市内に住所があり、母子健康手帳交付後に受けた妊婦健康診査１４回分、産婦健康診
査１回分、乳児健康診査２回分、新生児聴覚検査１回分
助成限度額　健康診査受診票に記載あり
手続き　助産所・県外医療機関で健診を受けた場合は申請が必要。健診料支払い後に受診
票に証明してもらい、申請書、受診票、領収書、印鑑を持って保健センターへ

不妊治療等助成金

対象　不妊治療を受けている法律上の夫婦で、夫婦のいずれかが市内に住所があり、夫婦
とも健康保険加入者で治療開始日の妻の年齢が４３歳未満。他市町村で同様の補助を受け
ていない人
助成額　不妊検査、治療効果を確認するための検査、一般不妊治療、人工授精に係る治
療費の自己負担合計額の２分の１で、１夫婦１年度（３月～翌年２月受診分）につき上限
５万円。継続する２年間助成
手続き　申請書、同意書、受診等証明書、領収書の原本、夫婦それぞれの保険証と印鑑等
を持って保健センターへ
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維持管理課道水路管
理係・施設管理係

〈７１〉２２３７
道水路用地、放置自転車の処理、
市営駐車場に関すること

維持管理課維持係
〈７１〉２２７４ 道路の維持管理に関すること

土木課用地係
〈７１〉２２３８

道路・橋・河川に係る公共用地の
取得に関すること

土木課道路建設係・
道路安全係・河川係
〈７１〉２２３９

道路・橋・河川の新設・改良、公
共用物の災害対策に関すること

建築課市営住宅係
〈７１〉２２４０

市営住宅の申込、管理に関するこ
と

建築課建築指導係・
開発指導係

〈７１〉２２４１
建築確認、耐震、空き家、開発許可、
住宅開発事業に関すること

施設保全課管理計画
係・設備係

〈７１〉２２７７

市有建物の保全計画・管理、設備
に係る設計・営繕・保全に関する
こと

施設保全課保全係
〈７１〉２２４２

市有建物の設計・営繕・保全に関
すること

都市計画課
〈７１〉２２４３

まちづくり等の都市計画、あんく
るバス、あんくるタクシー、レン
タサイクルに関すること

公園緑地課
〈７１〉２２４４

公園の整備及び公園・緑地の維持
管理に関すること

区画整理課事業管理
係・工務係
〈７１〉２２４６

桜井土地区画整理事業の保留地・
工事、区画整理完了地区に関する
こと

区画整理課桜井換地
係
〈７１〉２２６１

桜井土地区画整理事業の換地・移
転補償に関すること

南明治整備課
〈７１〉３７５１

南明治土地区画整理事業の工事・
換地・移転補償に関すること

下水道課経営係
〈７１〉２２４７

下水道事業受益者負担金・下水道
使用料に関すること

下水道課排水設備係
〈７１〉２２５８

下水道への接続、排水設備指定工
事店の指定及び指導に関すること

下水道課工務係
〈７１〉２２４８

下水道の計画、設計、工事、維持
管理に関すること

水道業務課
〈７１〉２２４９

水道の使用開始・中止の受付、水
道メーターの検針、水道料金の決
定・徴収、漏水減免に関すること

水道工務課
〈７１〉２２５０

給水装置工事の申込、配水管の布
設・漏水・断水等、維持管理に関
すること

会計課
〈７１〉２２５１

市の収入支出、県収入証紙の販売
に関すること

議事課
〈７１〉２２５２ 議会・議員に関すること

監査委員事務局
〈７１〉２２５５

市の財務や事業についての監査・
検査・審査に関すること

危機管理課
〈７１〉２２２０

地域防災計画、国民保護計画、自
主防災組織、消防団、防災ラジオ、
感震ブレーカー等に関すること

社会福祉課社会福祉係
〈７１〉２２６２

福祉センター（明祥福祉センター
を除く）の管理、民生委員に関す
ること

社会福祉課福祉相談係
〈７１〉２２４５

生活困窮者の生活・就労自立相談
支援に関すること

社会福祉課生活支援係
〈７１〉２２２４ 生活保護に関すること

障害福祉課障害福祉係
〈７１〉２２２５

障害者の手帳、手当等に関するこ
と

障害福祉課障害給付係
〈７１〉２２５９

障害者自立支援給付、障害福祉
サービスに関すること

高齢福祉課高齢福祉係
〈７１〉２２２３

高齢者福祉サービス、敬老事業、
老人クラブに関すること

高齢福祉課地域支援係
〈７１〉２２６４

地域包括ケアシステム、高齢者の
相談・支援に関すること

高齢福祉課介護保険係
〈７１〉２２９０

介護保険事業者の指導及び監督に
関すること

高齢福祉課介護給付係
〈７１〉２２２６

介護保険の給付、保険料の賦課・
徴収に関すること

高齢福祉課介護審査係
〈７１〉２２５７

介護保険の認定申請に関する受
付・認定審査に関すること

国保年金課国保係
〈７１〉２２３０

国民健康保険の資格・給付、国民
健康保険税の課税に関すること

国保年金課年金係
〈７１〉２２３１

国民年金に係る届出（１号への切
替・免除申請・裁定請求等）に関
すること

国保年金課医療係
〈７１〉２２３２

後期高齢者医療、子ども・母子父
子家庭・障害者・精神障害者医療、
未熟児養育医療に関すること

子育て支援課児童給
付係（児童手当関係）

〈７１〉２２２７
児童手当、児童遊園の管理に関す
ること

子育て支援課児童給
付係（児童扶養手当
関係）〈７１〉２２２９

児童扶養手当、ひとり親家庭の相
談に関すること

子育て支援課児童家
庭係〈７１〉２２７２

子どもの養育相談、児童虐待等に
関すること

保育課
〈７１〉２２２８

保育園・幼稚園・認定こども園に
関すること

農務課農政係 ・ 振興係
〈７１〉２２３３

地域農業の活性化・振興に関する
こと

農務課農地係
〈７１〉２２３４

農業委員会、農地の管理に関する
こと

土地改良事業室
〈７１〉２２３６

土地改良事業、農道・農業用排水
施設の維持管理に関すること

商工課
〈７１〉２２３５

商工業の振興、観光、安城七夕ま
つり、消費者行政、労働・雇用に
関すること

環境都市推進課環境
政策係

〈７１〉２２８０
環境基本計画、地球温暖化対策、
環境教育の推進に関すること

環境都市推進課環境
衛生係

〈７１〉２２０６
公害防止、狂犬病予防対策、市営
霊園の管理に関すること
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支所等
明祥支所 〈９２〉０００２
桜井支所 〈９９〉０８６１
北部支所 〈９８〉８４６８
証明・旅券窓口センター

（アンフォーレ本館内） 〈７１〉２２６６

教育関係施設
教育センター 〈７５〉１０１０
　教育委員会総務課 〈７１〉２２５３
　教育委員会学校教育課 〈７１〉２２５４
青少年の家 〈７６〉３４３２
市民会館 〈７５〉１１５１
安祥閣 〈７４〉３３３３
へきしんギャラクシープラ
ザ（文化センター） 〈７６〉１５１５

桜井公民館 〈９９〉３３１３
北部公民館 〈９８〉３７５１
西部公民館 〈７６〉９３９３
作野公民館 〈７４〉３９７７
安祥公民館 〈７７〉５０７０
東部公民館 〈７７〉７８８１
二本木公民館 〈７７〉８６１１
中部公民館 〈７４〉８５７０
昭林公民館 〈７７〉６６８８
明祥公民館 〈９２〉３５２１
アンフォーレ本館 〈７６〉１４００
図書情報館

（アンフォーレ課） 〈７６〉６１１１

歴史博物館 〈７７〉６６５５
市民ギャラリー 〈７７〉６８５３
丈山苑 〈９２〉７７８０
柿田公園管理事務所

「エコきち」 〈９８〉３７８４

健康福祉施設
保健センター 〈７６〉１１３３
休日夜間急病診療所 〈７６〉２０２２
総合福祉センター 〈７７〉７８８８

北部福祉センター 〈９７〉５０００

西部福祉センター 〈７２〉６６１６
作野福祉センター 〈７２〉７５７０
桜井福祉センター 〈９９〉７３６５
中部福祉センター 〈７６〉００９０
安祥福祉センター 〈７３〉５７５７
明祥福祉センター 〈９２〉３６４１
社会福祉会館 〈７７〉２９４１
あんステップ♬ 〈７７〉７７９５
高齢者生きがいセンター 〈７６〉１４１５
虹の家 〈７６〉２２３３
こども関連施設
北部児童センター 〈９８〉３７５１
作野児童センター 〈７４〉３９７７
中央児童センター 〈７７〉７８８８
桜井児童センター 〈９９〉３３１３
二本木児童センター 〈７７〉８６１１
中部児童センター 〈７４〉８５７０
西部児童センター 〈７２〉６６１６
安祥児童センター 〈７３〉５７５７
明祥児童センター 〈９２〉３５２１
あんぱ～く（児童クラブ係）〈７２〉２３１９
安城市子育て支援センター 〈７２〉２３１７
二本木子育て支援センター 〈７７〉２７７４
あけぼの子育て支援センター 〈９７〉２２７６
さくら子育て支援センター 〈９９〉２１００
和泉子育て支援センター 〈９２〉８１００
あんじょうファミリー・
サポート・センター 〈７２〉２３１５

運動施設・公園
東祥アリーナ安城（体
育館） 〈７５〉３５３５

マーメイドパレス 〈９２〉７３５１
スポーツセンター 〈７５〉３５４５
安城産業文化公園
デンパーク 〈９２〉７１１１

堀内公園 〈９９〉５９４７
ごみ関連施設
リサイクルプラザ 〈７６〉３０５３
環境クリーンセンター 〈９２〉０１７８
せん定枝
リサイクルプラント 〈７７〉４１８５

清掃事業所 〈７６〉３０５３
その他の施設
総合斎苑 〈７２〉６６２６
市民交流センター 〈７１〉０６０１
アグリライフ支援セン
ター 〈９２〉６２００

消防
衣浦東部広域連合 〈６３〉０１１９
安城消防署 〈７５〉０１１９
安城消防署北分署 〈９７〉０１１９
安城消防署南分署 〈９２〉０１１９
安城消防署西出張所 〈７２〉０１１９
その他の官公庁等
愛知県農業共済組合
西三河支所 〈７７〉３２２０

安城警察署 〈７６〉０１１０
衣浦東部保健所
安城保健分室 〈７５〉７４４１

安城県税センター 〈７６〉２１０１
安城区検察庁 〈７６〉３２７８
安城簡易裁判所 〈７６〉３４６１
西三河水道事務所 〈９８〉５６５１
明治用水土地改良区 〈７６〉６２４１
西三河農林水産事務所
農業改良普及課 〈７６〉２４００
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